
 

 
『ソフトバンクでんき for Biz 完全市場連動』 [低圧] 

お申込みに際しての留意事項 
詳細につきましては、お申し込みいただく前に必ず本書に付随した「重要事項説明書」をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ電気需給契約をお申込みください。 

 

 電気のご契約のお乗り換えについて 

電気のご契約のお乗り換えに際しては、次の内容にご注意ください。ただし、現在のご契約内容によっては、次の事項に該当し
ないことがあります。 
 現在の電力会社（小売電気事業者）から解約に係る精算金を請求されることや、付与されているポイントが失効する場
合があります。 

 現在の電力会社（小売電気事業者）での電気のご使用実績等の照会ができなくなる場合があります。 
 現在の電力会社（小売電気事業者）の継続利用特典が消滅する場合があります。 

 料金について 

 完全市場連動プランは一般社団法人日本卸電力取引所の市場価格に連動して30分ごとに料金
単価が変動し、市場価格の高騰時には電気料金が高額となる可能性があります。 

 オール電化プランなど特別なプランにご加入中のお客さまは、「ソフトバンクでんき for Biz 完全市
場連動」に加入しても電気料金が安くならない可能性がありますので、現在のご契約をよくお確かめ
のうえお申込みください。 

 スマートメーターの設置について※ 

 一般送配電事業者又は一般送配電事業者の委託先工事会社から、お客さまへ工事日の連絡があります。 
 スマートメーターへの取替えに関する費用は、原則として無償です。 
 作業中、一時的に停電する可能性がありますので、スマートメーターへの取替えの際にご確認ください。 
※すでにスマートメーターが設置されているお客さまの場合は、原則として工事はありません。 

 ご請求金額の確認等 

 ご請求金額や電気のご使用実績等は、ソフトバンクのウェブサービス（法人コンシェルサイト）からご確認ください。 
 電気のご契約の解除について 

 お客さまが電気料金をお支払いいただけない場合等においては、電気のご契約を解除する場合があります。 
 そ の 他 

 電気の供給は、ソフトバンク株式会社の子会社で、小売電気事業者であるSBパワー株式会社が行ないます。 
 なお、ソフトバンク株式会社は、電気のご契約に係るお手続きや電気料金のご請求等を行ないます。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

電気のご契約内容等に関するお問い合わせは、次の「ソフトバンクでんき法人サポートセンター」までお寄せください。 
【お問い合わせ先】 

   ソフトバンクでんき法人サポートセンター 
   ℡ 0800-888-8118 （受付時間 午前 9時~午後 6時〔土・日・祝日及び年末年始を除く〕） 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

「ソフトバンクでんき for Biz 完全市場連動」に関する重要事項をご説明いたします。本書面をよくお読みのうえ電気需給契約をお申し込みください。 
1. 需給契約の申し込み、契約種別、需給開始日、需給契約の成立、契約期間および解約等 

(1) お客さまが「ソフトバンクでんき for Biz完全市場連動」（以下「この需給契約」といいます。）を契約される場合［ただし、原則としてスイッチング（電気の小売

供給を行なう小売電気事業者を他の小売電気事業者に切り替えることをいいます。）による場合に限ります。］は、あらかじめSBパワーのソフトバンクでんき 

for Biz サービス約款[低圧]（以下「Biz約款」といいます。）および一般送配電事業者の託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することをご

承認のうえ、SBパワー指定の申込方法によってお申し込みいただきます。なお、この需給契約は、ソフトバンクが提供する「ソフトバンクでんき for Biz 請求

サービス」（以下「SB請求」といいます。）で、電気料金、延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額、その他Biz約款から生ずる金銭債務（以下、総称して

「電気料金等」といいます。）をお支払いいただくお客さまがご加入いただけます。 

(2) 電気の供給は、小売電気事業者であるSBパワー（小売電気事業者登録番号：A0186）が行ないます。なお、ソフトバンク（東京都港区海岸一丁目7番1号、

代表取締役社長執行役員兼CEO宮川 潤一）は、お客さまとSBパワーとの電気需給契約の媒介を行ないます。 

(3) 本書では、単位等を次の記号で表示いたします。 

単 位 等 記号 

ア ン ペ ア A 

ボ ル ト V 

キロボルトアンペア kVA 

キ ロ ワ ッ ト kW 

キ ロ ワ ッ ト 時 kWh 

ヘ ル ツ Hz 

パ ー セ ン ト ％ 

時 間 ｈ 

(4) 次の言葉は、それぞれ次の意味で使用いたします。 

① エリアプライス 

一般社団法人日本卸電力取引所（以下「JEPX」といいます。）の30分毎の各エリアのスポット市場価格（税抜）に消費税等相当額を乗じたものをいいま

す。ただし、これによりがたい場合は、SBパワーが決定した値といたします。 

② 損失率 

一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める損失率をいいます。 

③ 市場調達手数料相当単価 

JEPXが取引規程細則に基づき公表する翌日取引における売買手数料のうち定額制でない単価に相当する値（以下「手数料」といいます。）をいいます。 

(5) 電力需要のご契約を希望される場合は、原則として年間負荷率が14％以下の場合にのみ適用させていただきます。なお、年間負荷率は、次の年間負荷

率の算定式により算定された値といたします。 

年間負荷率

（％）＝ 

低圧電力の年間の使用電力量（kWh） 
× 100 

低圧電力の契約電力（kW）×8,760（h） 

(6) 契約種別は、次のとおりといたします。 

供 給 区 域 需要区分 契 約 種 別  

北海道電力エリア 

東北電力エリア 

東京電力エリア 

中部電力エリア 

九州電力エリア 

電灯需要 完全市場連動 電灯 
Ｂ 

Ｃ 

電力需要 完全市場 連動  動力 

関西電力エリア 

中国電力エリア 

四国電力エリア 

電灯需要 完全市場連動 電灯 
Ａ 

Ｂ 

電力需要 完全市場 連動  動力 

(7) 神奈川県内のお客さまへ供給する全部または一部の電力は、神奈川県内の水力発電所により発電された電気で構成されます。 

(8) この需給契約は、お客さまからのお申し込みをSBパワーが承諾したときに契約が成立いたします。ただし、電気料金の未払いがある等、SBパワーの供給条

件を満たさないお客さまに対しては、お客さまのお申し込みの一部又は全部をお断りする場合があります。なお、この場合は、その理由をお客さまにお知ら

せいたします。 

(9) 供給開始日は、お客さまとSBパワーとのこの需給契約の成立後、原則として標準処理期間（需給契約の切り替え手続き等に要する期間）満了後の最初の

検針日又は計量日といたします。 

(10) 契約期間は、需給契約が成立した日から料金適用開始の日の属する月を1月目とし、以降、12月目の

末日までの期間といたします。 

なお、契約期間満了日の属する月の翌月1日から契約期間満了日の属する月の翌々月末日までの期

間を契約更新期間とします。 

重要事項説明書 
ソフトバンクでんき for Biz 完全市場連動[低圧] 

本書面は、お客さまが「ソフトバンクでんき for Biz完全市場連動」をお申し込みされる際に、電気事業法第 2条の 13第 1項及び第 2項並びに電気
事業法施行規則第 3 条の 12及び第 3 条の 13 に基づき、お客さまと SB パワー株式会社[ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」といいます。）の子会社

で、以下「SB パワー」といいます。）]との電気需給契約の概要、及びご注意が必要な事項を説明するものです。また、これに関連するサービスや電気料金に関
わる詳細な情報は、ウェブサイト（法人コンシェルサイト）に掲載しておりますので、本書面とあわせて必ずご確認ください。なお、電気の供給は、SB パワー
が行ないます。 



 

(11) 契約締結後の書面交付は、電子メールの送信又はSBパワーの指定ウェブサイトに掲載し電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法（以

下「電子交付」といいます。なお、電子交付を受けるためには、インターネットブラウザソフトおよびAdobe Reader等のPDFファイル閲覧用ソ

フト等を必要とします。）によりお知らせいたします。 

(12) 契約更新期間中に、お客さま又はSBパワーから別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も同一条件で更新されるものといたします。

ただし、契約更新後の契約期間の始期は、契約期間満了日の翌日といたします。なお、契約期間が更新される場合、SBパワー又はソフトバンクは、更新前

に書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し、かつ、更新後に、SBパワーの名称および住所、この需給契約の契約更新年月日、

更新後の契約期間並びに供給地点特定番号を電子交付にてお知らせすることとし、お客さまは、このことについてあらかじめご承諾していただきます。 

(13) SB パワー以外の小売電気事業者から電気需給契約を切り替えていただく場合には、次のような不利益事項（ただし、これは例示であり、これらに限られる

ものではありません。）が発生する場合がございますのでご注意ください。また、実際にどのような不利益を被るかについては、現在の小売電気事業者との

電気需給契約の内容をご確認ください。 

① 現在の電気需給契約をご解約されることにより、現在、お客さまがご契約されている小売電気事業者からご解約に係る解約金等を請求される可能性

があります。 

② 現在の電気需給契約においてポイント等の特典がある場合には、解約にともない当該特典が失効する可能性があります。 

③ 現在の電気需給契約において継続使用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にともない、継続使用期間が消滅する可能性があります。 

④ 現在の電気需給契約を解約することにより、解約までの期間中における電気の使用量や電気料金のご使用状況の照会ができなくなる可能性があり

ます。 

2. 供 給 区 域  

この需給契約における供給区域は、次の地域といたします。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

3. 供給電気方式、供給電圧および周波数 

（1） この需給契約が電灯需要場合、供給電気方式および供給電圧は一般送配電事業者の託送供給等約款によるものとし、交流単相2線式標準電圧100V若

しくは200V、又は交流単相3線式標準電圧100Vおよび200Vといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200Vとすること

があります。 

（2） この需給契約が電力需要の場合、供給電気方式および供給電圧は一般送配電事業者の託送供給等約款によるものとし、交流3相3線式標準電圧200Vと

いたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相２線式標準電圧100V若しくは200V又は交流単相3線式標準電圧100Vおよび200Vとすること

があります。 

（3） 周波数は、一般送配電事業者の託送供給等約款によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリアおよび東京電力エリアについては原則として標準周

波数50Hz、中部電力エリア、関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリアおよび九州電力エリアについては原則として標準周波数60Hzといたします。 

4. 契約電流、契約容量および契約電力 

（1） 北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリアおよび九州電力エリアの電灯Bの契約電流（A）は、お客さまのお申し出により定める

ものといたします（ただし、原則として、スイッチングと同時に契約電流を変更することはできません。）。なお、一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電

流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」といいます。）又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電

流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 

（2） 北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリアおよび九州電力エリアの電灯Cおよび関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国

電力エリアの電灯Bの契約容量（kVA）は、次の契約容量の算定式により算定された値とし、原則として主開閉器契約（契約主開閉器の定格電流に基づき

契約容量を算定する方式をいいます。）により算定いたします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。なお、SBパワー又は一般送

配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 

〔契約容量の算定式〕 

契約主開閉器の定格電流（A） × 電圧（V） × 
1 

1,000 

（3） 動力の契約電力（契約上使用できる最大電力〔kW〕をいいます。）は、原則として需要場所（お客さまがSBパワーから供給された電気を使用する場所をい

います。）における負荷設備の内容等を基準として、お客さまとSBパワーとの協議によって定めます。ただし、SBパワーとの需給契約による電気の供給を受

ける前に他の小売電気事業者から電気の供給を受けている場合は、SBパワーへの需給契約の申し込みの際の契約電力を基準とし、お客さまとSBパワー

との協議によって定めます。なお、契約電力の単位は、1kWといたします。ただし、お客さまとSBパワーとの協議が整った場合は、契約電力を0.5kWとする

ことがあります。 

5. 電気料金単価表 （税抜き）[（）内は税込み] 

(1) 北海道電力エリア 

①  完 全 市 場 連 動  電 灯 B  

基本料金 

契約電流10A 443円25銭 (487円57銭) 
契約電流15A 550円75銭 (605円82銭) 
契約電流20A 658円25銭 (724円07銭) 
契約電流30A 873円25銭 (960円57銭) 
契約電流40A 1,088円25銭 (1,197円07銭) 
契約電流50A 1,303円25銭 (1,433円57銭) 
契約電流60A 1,518円25銭 (1,670円07銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 13円54銭 (14円89銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

②  完 全 市 場 連 動  電 灯 C 

基本料金 
1契約につき 210円06銭 (231円07銭) 
契約容量1kVAにつき 215円00銭 (236円50銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 15円99銭 (17円59銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

 

 

 

 



 

③ 完 全 市 場 連 動  動 力  

基本料金 

1契約につき 246円43銭 (271円07銭)  
契約電力1kWにつき 604円00銭 (664円40銭) 
※契約電力0.5kWの場合 ※302円00銭 (332円20銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 8円95銭 (9円84銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

(2) 東北電力エリア 

① 完 全 市 場 連 動  電 灯 B  

基本料金 

契約電流10A 361円06銭 (397円17銭) 
契約電流15A 436円56銭 (480円22銭) 
契約電流20A 512円06銭 (563円27銭) 
契約電流30A 663円06銭 (729円37銭) 
契約電流40A 814円06銭 (895円47銭) 
契約電流50A 965円06銭 (1,061円57銭) 
契約電流60A 1,116円06銭 (1,227円67銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 12円50銭 (13円75銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

② 完 全 市 場 連 動  電 灯 C  

基本料金 
1契約につき 219円15銭 (241円07銭) 
契約容量1kVAにつき 151円00銭 (166円10銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1ｋW時につき 14円32銭 (15円75銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

③ 完 全 市 場 連 動  動 力  

基本料金 

1契約につき 191円88銭 (211円07銭)  
契約電力1kWにつき 573円00銭 (630円30銭) 
※契約電力0.5kWの場合 ※286円50銭 (315円15銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 9円31銭 (10円24銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

(3) 東京電力エリア 

① 完 全 市 場 連 動  電 灯 B 

基本料金 

契約電流10A 421円19銭 (463円31銭) 
契約電流15A 490円39銭 (539円43銭) 
契約電流20A 559円59銭 (615円55銭) 
契約電流30A 697円99銭 (767円79銭) 
契約電流40A 836円39銭 (920円03銭) 
契約電流50A 974円79銭 (1,072円27銭) 
契約電流60A 1,113円19銭 (1,224円51銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 10円32銭 (11円35銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

② 完 全 市 場 連 動  電 灯 C  

基本料金 
1契約につき 237円34銭 (261円07銭) 
契約容量1kVAにつき 138円40銭 (152円24銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1ｋW時につき 12円68銭 (13円95銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

③ 完 全 市 場 連 動  動 力  

基本料金 

1契約につき 210円06銭 (231円07銭)  
契約電力1kWにつき 665円43銭 (731円97銭) 
※契約電力0.5kWの場合 ※332円72銭 (365円99銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 6円15銭 (6円77銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 



 

(4) 中部電力エリア 

① 完 全 市 場 連 動  電 灯 B  

基本料金 

契約電流10A 407円79銭 (448円57銭) 
契約電流15A 470円29銭 (517円32銭) 
契約電流20A 532円79銭 (586円07銭) 
契約電流30A 657円79銭 (723円57銭) 
契約電流40A 782円79銭 (861円07銭) 
契約電流50A 907円79銭 (998円57銭) 
契約電流60A 1,032円79銭 (1,136円07銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 10円71銭 (11円78銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

② 完 全 市 場 連 動  電 灯 C  

基本料金 
1契約につき 282円79銭 (311円07銭) 
契約容量1kVAにつき 125円00銭 (137円50銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1ｋW時につき 14円35銭 (15円78銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

③ 完 全 市 場 連 動  動 力  

基本料金 

1契約につき 191円88銭 (211円07銭)  
契約電力1kWにつき 500円00銭 (550円00銭) 
※契約電力0.5kWの場合 ※250円00銭 （275円00銭） 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 6円95銭 (7円64銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

(5) 関西電力エリア 

① 完 全 市 場 連 動  電 灯 A  

基本料金 1契約につき 474円06銭 (521円47銭)  

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 10円49銭 (11円54銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

② 完 全 市 場 連 動  電 灯 B  

基本料金 

1契約につき 391円88銭 (431円07銭)  
契約容量最初の6ｋVAまで 264円00銭 (290円40銭) 
契約容量6kVAを超える1ｋVAにつき 73円00銭 (80円30銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1ｋW時につき 11円85銭 (13円04銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

③ 完 全 市 場 連 動  動 力  

基本料金 

1契約につき 210円06銭 (231円07銭)  
契約電力1kWにつき 419円00銭 (460円90銭)  
※契約電力0.5kWの場合 ※209円50銭(230円45銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 6円09銭 (6円70銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

(6) 中国電力エリア 

① 完 全 市 場 連 動  電 灯 A  

基本料金 1契約につき 497円97銭 (547円77銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 11円78銭 (12円96銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

② 完 全 市 場 連 動  電 灯 B  

基本料金 

1契約につき 255円52銭 (281円07銭)  
契約容量最初の6ｋVAまで 244円00銭 (268円40銭) 
契約容量6kVAを超える1ｋVAにつき 81円00銭 (89円10銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1ｋW時につき 16円51銭 (18円16銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

 



 

(3) 完 全 市 場 連 動  動 力  

基本料金 

1契約につき 210円06銭 (231円07銭)  
契約電力1kWにつき 517円00銭 (568円70銭)  
※契約電力0.5kWの場合 ※258円50銭(284円35銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 6円85銭 (7円54銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

(7) 四国電力エリア 

① 完 全 市 場 連 動  電 灯 A  

基本料金 1契約につき 530円97銭 (584円07銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 10円90銭 (11円99銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

 

② 完 全 市 場 連 動  電 灯 B  

基本料金 

1契約につき 237円34銭 (261円07銭)  
契約容量最初の6ｋVAまで 270円00銭 (297円00銭) 
契約容量6ｋVAを超える1ｋVAにつき 90円00銭 (99円00銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1ｋW時につき 15円63銭 (17円19銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

③ 完 全 市 場 連 動  動 力  

基本料金 

1契約につき 210円06銭 (231円07銭)  
契約電力1kWにつき 504円00銭 (554円40銭)  
※契約電力0.5kWの場合 ※252円00銭(277円20銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 7円04銭 (7円74銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

(8) 九州電力エリア 

① 完 全 市 場 連 動  電 灯 B  

基本料金 

契約電流10A 357円57銭 (393円33銭) 
契約電流15A 431円33銭 (474円46銭) 
契約電流20A 505円08銭 (555円59銭) 
契約電流30A 652円59銭 (717円85銭) 
契約電流40A 800円10銭(880円11銭) 
契約電流50A 947円61銭(1,042円37銭) 
契約電流60A 1,095円12銭(1,204円63銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1ｋW時につき 10円58銭 (11円64銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

② 完 全 市 場 連 動  電 灯 C 

基本料金 
1契約につき 291円15銭 (241円07銭)  
契約容量1kVAにつき 147円49銭 (162円24銭) 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1ｋW時につき 12円40銭 (13円64銭)  
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

③ 完 全 市 場 連 動  動 力  

基本料金 

1契約につき 200円97銭 (221円07銭)  
契約電力1kWにつき 519円49銭 (571円44銭)  
※契約電力0.5kWの場合 ※259円75銭（285円72銭） 

電力量料金 
固定従量料金 使用電力量1kW時につき 6円59銭 (7円25銭) 
電源調達費 6.(3)の通りといたします。 

6．電気料金の計算方法、算定期間および使用電力量の計量等 

(1) 電気料金や使用電力量等のご案内 

月々の電気料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、ソフトバンクのウェブサービスを通じてご案内いたします。 

(2) 電気料金の計算方法 

電気料金は、供給区域の契約種別に応じ、契約種別ごとに次の通り算定いたします。 



 

① 【完全市場連動 電灯 B】北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリアお

よび九州電力エリアの場合 

電気料金は、契約電流の大きさで決まる基本料金、その 1 月の使用電力量に応じて算定する

電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。電力量料金に

は、固定従量料金と電源調達費が含まれます。 

② 【完全市場連動 電灯 A】関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリアの場合 

電気料金は、1 契約当たりに設定された基本料金、その 1 月の使用電力量に応じて算定する

電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。電力量料金に

は、固定従量料金と電源調達費が含まれます。 

③ 【完全市場連動 電灯 C】 

北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリアおよび九州電力エリアの場

合 

【完全市場連動 電灯 B】 

関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリアの場合 

【完全市場連動 動力】 

北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア、関西電力エリア、中国電

力エリア、四国電力エリアおよび九州電力エリア 

電気料金は、1 契約当たりに設定された金額と契約容量または契約電力の大きさで決まる金額

の合計である基本料金、その 1月の使用電力量に応じて算定する電力量料金および再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。電力量料金には、固定従量料金と電源調達

費が含まれます。 

(3) 電源調達費の計算方法 

電源調達費は、次の数式によって算定された値のその１月における総和といたします。 

30分毎使用電力量 ×（（エリアプライス + 手数料）÷（ 1 - エリア損失率）） 

※電源調達費は、需給ひっ迫時など電力市場価格が高騰した場合、高額になる可能性があります。 

(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

① 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特

別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用

の促進に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金

単価を定める告示」といいます。）および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

② 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

①に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課

金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日（記録型計量器により計量する

場合で、SBパワーがあらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、計量日といたします。）から

翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

③ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に①に定める再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 
（5） 電気料金の算定期間は、前月の検針日又は計量日（最大需要電力および使用電力量等が記録される日をいいます。）から当月の検針日又は計量日の前

日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、又はこの需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は、開始日から直後の検針日又は計

量日若しくは直前の検針日又は計量日から消滅日の前日までの期間といたします。 

（6） 使用電力量等の計量は、一般送配電事業者が計量した値といたします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合に

は、お客さまと一般送配電事業者およびSBパワーとの協議により定めるものといたします。なお、SBパワーは、一般送配電事業者の計量の結果をお客さま

にお知らせいたします。 

（7） 記録型計量器（以下「スマートメーター」といいます。）の設置がこの需給契約の需給開始日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間に

おける30分ごとの使用電力量は、原則スマートメーター以外の計量器により計量された使用電力量を均等に配分してえられる値といたします。 

（8） 電気料金の支払期日は、SB請求等の各種請求に係る規定に準ずるものといたします。なお、SBパワーは、お客さまが支払期日を経過してなお電気料金を

お支払いいただけない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息をお支払いいただくことがあります。詳細は、Biz約

款によります。 

7．スマートメーターの設置 

（1） スイッチングにともなって、スマートメーターが設置されていないお客さまは、原則として、スマートメーターへの交換が必要となります。 

（2） スマートメーターは、一般送配電事業者又は一般送配電事業者から委託を受けた工事業者等が設置し、一般送配電事業者が所有し、維持および運用を

行ないます。また、スマートメーターの設置工事日については、事前に、一般送配電事業者又は一般送配電事業者から委託を受けた工事業者等からお客



 

さま宛にお知らせいたします。なお、スマートメーターへの取替え工事に係る費用は原則として無償※ですが、一般送配電事業者によっては、スマートメー

ターの設置工事により停電することがあります。詳細は、当該一般送配電事業者へご確認くださいますようお願いいたします。 

※お客さまのご要望に応じて、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に特別な工事が発生する場合等においては、工事費負担金等相当額

が発生することがあります。 
8．SBパワーからの申し出による契約の解約 

(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、SBパワーは需給契約を解約することがあります。 

① 支払期日を経過してなお電気料金等を支払わない場合 

② 支払期日を経過してなお他の需給契約（既に消滅しているものを含みます）の電気料金等を支払わない場合 

③ Biz約款およびSB請求によって支払いを要することとなった電気料金等を支払わない場合 

④ 支払期日を経過してなおSB請求による電気料金等を支払わない場合 

(2) お客さまが次のいずれかに該当し、SBパワーがその旨を警告しても改めていただけない場合には、需給契約を解約することがあります。 

① お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 

② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 

③ その他、Biz約款又は託送供給等約款の内容に反した場合 

(3) この需給契約を解約する場合には、原則として解約日の15日前までに、SBパワー又はソフトバンクは、その旨をお客さまにお知らせいたします。 

9．託送供給等約款の遵守 

（1） お客さまの土地又は建物への立ち入りおよび調査 

計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、一般送配電事業者又は一般送配電

事業者が委託した工事業者等が、お客さまの土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることお

よび業務を実施することを承諾していただきます。 

（2） 保安に対するお客さまの協力 

お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡くださいますようお願いいたします。 

① 電気の供給に必要な電気工作物（電気の引込線や計量器等）に異常、若しくは故障があり、又は生じるおそれがある場合 

② お客さまの電気工作物に異常、若しくは故障があり、又は生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合 

（3） 供給の中止又は使用の制限若しくは中止 

SBパワーは、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づき、次の場合には、お客さまへの電気の供給を中止し、又は制限する場合があります。 

① 一般送配電事業者およびお客さまの電気工作物に異常、若しくは故障があり、又は生じるおそれがある場合 

② 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合 

③ その他保安上必要がある場合 

（4） 託送供給等約款の遵守 

託送供給等約款に定める事項を遵守していただきます。また、お客さまは、一般送配電事業者からの求めにより、SBパワーが、一般送配電事業者又は第

三者にお客さまの需給契約の内容等を開示する場合があることにつき、あらかじめ承諾していただきます。 

10．工事費負担金等相当額のご請求等 

（1） SBパワー又はソフトバンクは、一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事費用負担金、臨時工事費、料金の精算その他の費用の実費又

は実費相当額の請求を受けた場合、原則として事前にお客さまに確認を行なったうえで、当該請求を受けた金額に相当する金額を、原則として一般送配

電事業者の工事着手前にご請求いたします。 

（2） SBパワーから他の小売電気事業者にスイッチングする場合、又は引越し等の理由により需給契約を契約期間満了前に解約する場合等において、一般送

配電事業者の供給設備の変更をともなわない場合には、(1)の工事費負担金等相当額が発生しないことがあります。 

11．需給契約の変更、終了に伴うお客さまの負担 

（1）お客さまが契約電流または契約容量を新たに設定し、若しくは増加された後1年に満たないでこの需給

契約を消滅させる場合、又はお客さまが契約電流または契約容量を新たに設定し、若しくは増加され

た後1年に満たないで契約電流又は契約容量を減少しようとされる場合で、託送供給等約款に定める

ところにより、SBパワーが、電気料金または工事費の精算に係る請求を一般送配電事業者から受けた

場合には、SBパワーは、当該精算に相当する金額（以下「1年未満臨時精算」といいます。）をお客さま

から申し受けます。 

(2) 1年未満臨時精算は、原則としてこの需給契約の消滅時に発生する最後の電気料金とあわせて支払

っていただきます（お客さまが希望される場合で、ソフトバンク又は媒介者が電気料金等の請求をさせ

ていただく場合には、ソフトバンクまたは媒介者に支払っていただきます。）。 

(3)なお、電流制限器等の一般送配電事業者の供給設備を常置する等の場合は、1年未満臨時精算の対

象とならないことがあります。 

12. 違 約 金  
（1） お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍

に相当する金額を、違約金としてご請求いたします。 

（2） （1）の免れた金額は、Biz約款にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 

（3） 不正に使用した期間が確認できない場合は、SBパワーが決定した期間といたします。 

13．小売電気事業におけるパーソナルデータの取扱い 

SB パワーは、小売電気事業の運営において直接または間接的に収集したパーソナルデータを、以下のとおり取り扱います。 

(1)パーソナルデータの利用目的 

SB パワーでは、取得したパーソナルデータを以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。なお、以下の利用目的以外で当該パーソナルデータを利

用する場合、その都度、変更後の利用目的を明確にし、通知もしくは公表し、または同意をいただきます。 

パーソナルデータの利用目的 

①お手続・カスタマーサポート 

お客さまのパーソナルデータを、お手続・カスタマーサポート等に利用します。たとえば以下のような場合があります。 

・小売電気事業に関する手続のご案内および情報提供 

・SB パワーおよび SB パワーが取り扱うサービス等のお申込み・回答に関するお手続き 

・お申し込みに関する各種お手続き（サービス等の利用、各種変更、解約等） 

・お客さまからのご意見、ご要望、権利行使等のお問い合わせ対応 

・ご利用サービス等についてご相談をいただいた際のご案内 



 

②サービス提供 

お客さまのパーソナルデータを、サービス提供等に利用します。たとえば以下のような場合があります。 

・電力供給およびそれに付随するサービスの提供 

・電力供給およびそれに付随するサービスの提供に必要な業務の実施 

小売電気事業において必要となる電力受給契約および電気需給契約等の締結 

お客さまへ電力供給するにおいて必要となる一般送配電事業者※1 との託送供給契約の締結 

小売電気事業において必要となる工事、保守および障害対応等の業務 

電力広域的運営推進機関が提供するスイッチング支援システムの利用に伴う業務 

キャンペーンの抽選および賞品の発送 

ポイント還元等のための送金業務 

本人確認／本人認証 

・お申し込みに基づくお取引状況の管理 

SB パワーおよび SB パワーが取り扱うサービス等の加入状況の確認 

お客さまが SB パワーの特典対象であるかの確認 

・電力料金等の各種料金の計算および請求 

・SB パワーおよび SB パワーが取り扱うサービス等や設備の障害、事故、不具合の発生防止および発生時の検知・対応 

③サービス品質向上、開発 

お客さまのパーソナルデータを、サービス等の品質向上・新しいサービス等の開発等に役立てます。たとえば以下のような場合があります。 

・SB パワーサービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 

・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 

・SB パワーサービス等について、お客さまにご満足度いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 

・お客さまの利用に関する情報等を分析し、ご利用サービス等の内容のカスタマイズ 

・小売電気事業における事故および事件等の防止 

・小売電気事業における SB パワーの権利取得／保全管理等 

④お知らせ 

お客さまのパーソナルデータを、サービス等に関するお知らせやお勧めするコンテンツを配布および配信等に利用します。たとえば以下のような場合があ

ります。 

・SB パワーおよび他社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等（メール、DM、電話、インターネット、広告配信・表示等） 

(2)第三者提供について 

SB パワーは、個人情報保護法その他の法令の規定に従い SB パワーが取り扱うパーソナルデータを第三者に提供する場合があります。また、以下のとおり

SB パワーが取り扱うパーソナルデータを書面の送付または電子的もしくは磁気的な方法等により第三者へ提供する場合があります。なお、以下の提供につ

いては、お客さまの求めに応じてお客さまが識別されるパーソナルデータの第三者への提供を停止しますが、お客さまに対して SB パワーまたは提供先のサ

ービスを提供できない場合があります。 

①SB パワーは、お客さまが電気料金等の立替払を委託する SB パワーの指定する事業者（以下「指定事業者」）に対し、当該指定事業者によるお客さまへの

継続的なサービスの提供を目的として、申込者情報、申込者窓口情報および請求書送付先情報に記載される氏名、住所、所属、連絡先等のパーソナル

データを当該指定事業者に提供する場合があります。 

②SB パワーは、指定事業者の有するお客さまに対する権利保全を目的として、申込者情報、申込者窓口情報および請求書送付先情報に記載される氏名、

住所、所属、連絡先等のパーソナルデータを当該指定事業者に提供する場合があります。 

③SB パワーは、他社との提携サービスの提供を目的として、提携サービスの登録／提供に必要なパーソナルデータ（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、

生年月日、性別、その他お客さまの識別および提携サービス業務に必要な情報等）を、サービス提携会社に提供する場合があります。 

④SB パワーは、お申込者または契約者への商品、サービスおよびキャンペーンの案内、提供、分析、改善またはサポート等を目的として、お申込者または

契約者のパーソナルデータ（氏名、住所、電話番号等）をソフトバンク株式会社およびそのグループ会社、LINE ヤフー株式会社およびそのグループ会社、

ならびにその他当該商品、サービスおよびキャンペーンの案内、提供、分析、改善またはサポート等を行う事業者に提供する場合があります。 

(3)共同利用について 

①SB パワーは、小売電気事業の運営において取得した個人情報を、以下の者との間で共同利用する場合があります。 

共同して利用する者の範囲 ソフトバンク株式会社 

利用する者の代表者 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一 

利用する者の本社所在地 〒105-7529 東京都港区海岸一丁目 7 番 1 号 

利用する者の利用目的 

・電力の供給および調達 

・SB パワーの電気料金等の請求・回収、お客さまからのお問い合わせへの対応等のお客さまサポート 

・共同利用者のサービスの利用に関する手続のご案内や利用手続代行等のお客さまサポートおよび共同

利用者による当該サービスの提供 

共同して利用される 

個人データの項目 

・SB パワーが小売電気事業の運営において取得した氏名、性別、住所、連絡先、電話番号等のすべての

パーソナルデータ 

個人データの管理について 

責任を有する者の氏名又は名称 
SB パワーの最高情報セキュリティ管理責任者 

②SB パワーは、小売電気事業の運営において取得したパーソナルデータを、以下の者との間で共同利用する場合があります。（SB パワーは、共同利用の

目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまのパーソナルデータを共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電

事業者および需要抑制契約者との間でお客さまのパーソナルデータを共同利用するものではありません。） 

共同して利用する者の範囲 一般送配電事業者※1、小売電気事業者※2、電力広域的運営推進機関※3、需要抑制契約者※4 

利用する者の利用目的 

・託送供給契約または電力量調整供給契約（以下「託送供給等契約」）の締結、変更または解約のため 

・小売供給契約（離島供給および最終保障供給に関する契約を含む。）または電気受給契約（以下「小売

供給等契約」）の廃止取次※5 のため 

・供給（受電）地点に関する情報の確認のため 

・電力量の検針、設備の保守／点検／交換、停電時／災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約

に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため 

・ネガワット取引に関する業務遂行のため 

共同して利用される個人データの項目 

・基本情報：氏名、住所、電話番号および小売供給等契約の契約番号 

・供給（受電）地点に関する情報：託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給

約款対象、供給（受電）地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力

率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月

日、検針日、契約状態、廃止措置方法 

・ネガワット取引に関する情報：発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン 



 

共同利用の管理責任者 

・基本情報：小売供給等契約を締結している小売電気事業者（ただし、離島供給または最終保障供給を受

けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者） 

・供給（受電）地点に関する情報：供給（受電）地点を供給区域とする一般送配電事業者 

・ネガワット取引に関する情報：需要抑制契約者 

(4)保有個人データの開示等について 

SB パワーが保有する個人情報のご本人は、SB パワーに対して個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去、およ

び第三者への提供の停止（以下「開示等」）を求めることができます。ただし、ご請求の内容によっては開示等に応じられない場合があります。その場合には

その理由を付してご回答します。なお、個人情報の利用目的の通知または開示にあたっては 1 回の申請ごとに税込 1,650 円（郵便定額小為替）の手数料を

申し受けます。（消費税率 10%） 

開示手続およびその他のご相談に関しては、個人情報相談窓口までお問い合わせください。 

 

【小売電気事業運営における個人情報の相談窓口】 

SBパワー問い合わせ窓口  https://www.softbank.jp/corp/d/group/sbp/contact/ 

 

※1 一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド

株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式

会社および沖縄電力株式会社をいいます。 

※2 小売電気事業者とは、電気事業法（昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号）第 2 条の 5 第 1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者と

して経済産業大臣の登録を受けた事業者（電気事業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 72 号）の附則により、小売電気事業者の登録を受

けたとみなされた事業者を含みます。）をいいます（事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください）。 

※3 電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進め、中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務を行う機関をいいます。 

※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者（契約締結前に事業者コードを取得してい

る事業者を含みます）をいいます（事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください）。 

※5 小売供給等契約の廃止取次とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申し込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小

売供給等契約の解約の申し込みを行うことをいいます。 

 

14．広告に関するご案内 

(1) ソフトバンクが提供する各種サービス・商品・キャンペーンなどのご案内およびパートナー企業や他社が提供する各種サービス・商品・キャンペーンなどの

ご案内をお客さまのメールアドレス等にお送りいたします。 

(2) 配信停止をご希望の場合は、お送りするメールより手続きをお願いいたします。 

 

15．そ の 他 

（1） この重要事項説明書に記載のない事項の取扱いは、Biz約款の定めるところによります。 

（2） SBパワーは、Biz約款およびSB請求に関する規定内容を変更することがあります。この場合、インターネットを利用する電磁的方法等のSBパワーが適当と

判断した方法にてあらかじめお客さまにお知らせいたします。なお、この場合の供給条件の説明については、Biz約款第3条（供給条件の変更）に定めると

ころによります。 

（3） Biz約款およびSB請求規約の内容は、SBパワーのウェブサイト又はソフトバンクのウェブサービス等で確認することができます。 

（4） Biz約款およびSB請求に関する規定内容の変更にともない契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合、電子交付にて変更後の

需給契約の内容のみをお知らせいたします。 

（5） お客さまがSBパワーへの需給契約の申し込み後において、電気の供給が開始されるまでの間に、SBパワーとのこの需給契約の前に、現にお客さまへ電

気を供給する小売電気事業者との間で電気需給契約に係る契約電流を変更された場合、SBパワーとのこの需給契約における契約電流は、当該小売電

気事業者との間で変更された契約電流に変更されるものといたします。なお、当該需給契約変更後の契約内容は、前号の方法によりお客さまへお知らせ

いたします。 

（6） この重要事項説明書は、2026年6月1日より実施いたします。 

16．信用情報の共有 

SBパワーは、電気料金等について支払期日を経過してなおお支払いいただけない場合、名前、住所、支払いに関する情報等について、ソフトバンク又は他

の小売電気事業者へ提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

17．契約者情報の提供 

お客さまには、原子力発電施設等周辺地域交付金の金額算定・交付に必要なお客さま情報（氏名、住所、電話番号および契約容量等をいいます。なお、

電気の契約者と電気料金等の請求先契約者が異なる場合には、請求先契約者のお客さま情報および個人情報を含みます。）を、SBパワーが一般財団法人電

源地域振興センターへ提供することがあることをあらかじめ承諾していただきます。 

 

18．各種お手続きおよびお問い合わせ 

この需給契約の変更、解約、お問い合わせ等については、次の「ソフトバンクでんき法人サポートセンター」までご連絡ください。 

 

〔ソフトバンクでんき法人サポートセンター〕 

電話番号 0800-888-8118 （携帯電話、PHSもご利用いただけます。） 

受付時間 午前9時～午後6時（ただし、土・日・祝日および年末年始を除きます。） 

 

 

以 上 
 

2026年6月1日 
 

 

東京都港区海岸一丁目7番1号 

S B パ ワ ー 株 式 会 社 

代 表 取 締 役  社 長 執 行 役 員  佐 藤  和 之  

 

〔小売電気事業者登録番号 A0186〕 

  

https://www.softbank.jp/corp/d/group/sbp/contact/


 

 

用語説明 
本書面にて使用する主な用語の意味は、次のとおりです。 

固定価格買取制度 

コストが高いなどの理由によりなかなか普及が進まない再生可能エネルギーについて、電気の利用者皆様のお力を借りて、再生可

能エネルギーが私たちの暮らしを支えるエネルギーの柱のひとつになるよう育てるための制度です。 

再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電

気事業者が買い取ることを義務付けるものです。 

再生可能エネルギー 

発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第36条第1項に定める賦課金をいいます。 

固定価格買取制度において、電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力量に比例した賦課金によってまかなうこととしてお

り、電気料金の一部として、国民の皆様にご負担をお願いすることとなっております。 

低圧 標準電圧100V又は200Vをいいます。 

契約主開閉器 
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限す

るものをいいます。 

契約電力 契約上使用できる最大電力（kW）をいいます。 

主開閉器契約 契約主開閉器により契約容量等を定める契約方式をいいます。 

契約電流 契約上使用できる最大電流（A）をいい、交流単相2線式標準電圧100Vに換算した値といたします。 

契約容量 契約上使用できる最大容量（kVA）をいいます。 

夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 

その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。 

託送供給等約款 
電気事業法第18条に従い一般送配電事業者が定める託送供給約款をいいます（変更があった場合には、変更後のものをいい

ます）。 

離島供給約款 
電気事業法第21条に従い一般送配電事業者が定める離島供給約款をいいます（変更があった場合には、変更後のものをいい

ます。）。 

小売電気事業者 電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者をいいます。 

一般送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。 

需要場所 電気を供給するお客さまの電気の使用場所（使用区域）をいいます。 

最大需要電力 
お客さまが使用した30分ごとの需要電力の最大値であって、一般送配電事業者が設置した計量器によって計量される値

（kW）をいいます。 

計量器 
一般送配電事業者が需要場所へ設置する電力量計、30分最大需要電力計、無効電力量計およびその他の計量に必要な付

属装置および区分装置をいいます。 

引込線 電気を供給するための引込線をいいます。 

エリアプライス 
一般社団法人日本卸電力取引所の30分毎の各エリアのスポット市場価格（税抜）に消費税等相当額を乗じたものをいいま
す。ただし、これによりがたい場合は、SBパワーが決定した値といたします。 

損失率 一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める損失率をいいます。 
市場調達手数料相当単価 JEPXが取引規程細則に基づき公表する翌日取引における売買手数料のうち定額制でない単価に相当する値をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 
 

電気料金の構成イメージ 
 

完全市場連動 電灯B 
北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア、九州電力エリア 

 

完全市場連動 電灯 A 
関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリア 

 

電
気
料
金 

＝ 基本料金 ＋ 

電力量料金 
 

 固定従量料金 

＋ 

電源調達費  
電力量料金 

× 
使用電力量 

※ 

 

＋ 
 

 再生可能エネルギー発電促進賦課金  
再生可能エネルギー 
発電促進賦課金単価 

× 使用電力量 
 

 

※ 電源調達費は、次の数式によって算定された値のその１月における総和といたします。 

30分毎使用電力量 ×（（エリアプライス + 手数料）÷（ 1 - エリア損失率）） 

 

完全市場連動 電灯C 
北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア、九州電力エリア 

 

完全市場連動 動力 
 全エリア 

 

電
気
料
金 

＝ 

基本料金 

＋ 

電力量料金 
  

 

1契約毎単価 

 

 固定従量料金 

＋ 

電源調達費  

電力量料金 
× 

使用電力量 
※ ＋ 

1kVA(1kW)毎単価 
× 

契約容量 
または 

契約電力 

    

   ＋ 
 

 再生可能エネルギー発電促進賦課金  

再生可能エネルギー 
発電促進賦課金単価 

× 使用電力量 
  

 

※ 電源調達費は、次の数式によって算定された値のその１月における総和といたします。 

30分毎使用電力量 ×（（エリアプライス + 手数料）÷（ 1 - エリア損失率）） 

 



 

 

 
 

電気料金の構成イメージ 
 

市場連動 電灯 B 
関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリア 

 

電
気
料
金 

＝ 

基本料金 

＋ 

電力量料金 
  

 

1契約毎単価 

 

 固定従量料金 

＋ 

電源調達費  

＋ 
電力量料金 

× 
使用電力量 

※2 
最初の6kVAまで単価 

＋ 

1kVA毎単価 
× 

契約容量※1 

 

   ＋ 
 

 再生可能エネルギー発電促進賦課金  

再生可能エネルギー 
発電促進賦課金単価 

× 使用電力量 
  

 

※１ 契約容量6kVAを超える場合、7kVA目から加算いたします。 

※２ 電源調達費は、次の数式によって算定された値のその１月における総和といたします。 

30分毎使用電力量 ×（（エリアプライス + 手数料）÷（ 1 - エリア損失率）） 

 

 

 


